
元長薬発第 780 号 

令和元年 11 月 8 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

令和元年台風19号災害による被災者の精神障害者保健福祉手帳及び 

自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限の延長措置について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記令和元年台風19号災害による被災者の精神障害者保健福祉手帳及び自立

支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期限の延長措置について、長野県健康福祉部

長より別添のとおり通知がありました。 

本県では、令和元年台風19号による特定被災区域内に居住する者の精神障害者保

健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間の延長措置につい

て、別添通知のとおり取り扱うこととされました。 

 つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 また、本件につきましては、本会ホームページ(トップページ>台風 19 号災害情報)

にも掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 

担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 


























